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中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程 

 

令和８年２月２７日制定 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 

 

（通則） 

第１条 中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金（以下

「補助金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３

０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施

行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）及びその他の法令の定めによるほか、こ

の規程の定めるところによる。 

 

（定義）  

第２条 この規程において、「基金設置法人」、「事務局」、「交付申請者」、「補助事業者」と

は、次の各号の定めるところによる。 

（１）「基金設置法人」とは、中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人をいう。 

（２）「事務局」とは、中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金事務局をいう。 

（３）「交付申請者」とは、別紙１に記載した要件を満たし、補助金の交付を受けようとする者を

いう。 

（４）「補助事業者」とは、第８条の規定に基づく交付決定の通知を受けた者をいう。 

 

（交付の目的） 

第３条 本事業は、地域の雇用を支える中堅・中小・スタートアップ企業が、足元の人手不足等の課題

に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上

げを実現することを目的とする。 

 

（交付の対象及び補助率等） 

第４条 基金設置法人は、補助事業者が行う本補助金に係る事業（以下「補助事業」という。）を

実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として認める経費（以下「補助対象経費」

という。）について、補助金を交付する。ただし、別紙２「暴力団排除に関する誓約事項」に記

載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。 

２ 補助上限額、補助率、実施期間、補助事業要件及び補助対象経費の区分は、別紙３のとおりと

する。 

 

（交付の申請） 

第５条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１による補助金交付申請書に

基金設置法人が定める書類（以下「添付書類」という。）を添えて、基金設置法人に提出しなけれ

ばならない。 

２  交付申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額

及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得

た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減

額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでな

いものについては、この限りでない。 
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（電子情報処理組織による申請等） 

第６条 交付申請者及び補助事業者は、前条第１項の規定に基づく交付の申請、第９条の規定に基

づく申請の取下げ、第１１条第１項の規定に基づく計画変更の申請、第１２条第２項の規定に基

づく補助事業の一部を第三者に委託又は第三者と共同して実施する場合の届け出、第１４条の規

定に基づく事故の報告、第１５条の規定に基づく状況報告、第１６条第１項の規定に基づく実績

報告、第１８条第２項の規定に基づく支払請求、第２０条第１項の規定に基づく消費税等仕入控

除税額の確定に伴う報告、第２２条第３項の規定に基づく取得財産等管理明細表又は第２３条第

３項の規定に基づく財産の処分の承認申請（以下「交付申請等」という。）、第２５条の規定に

基づく事業者情報の変更、第２７条第１項の規定に基づく事業化及び賃金引上げ等状況報告につ

いては、原則、電子情報処理組織を使用する方法（適正化法第２６条の３第１項の規定に基づき

基金設置法人又は事務局が定めるものをいう。）により行わなければならない。 

 
（電子情報処理組織による処分通知等） 

第７条 基金設置法人は、前条の規定により行われた交付申請等に係る次条第１項の規定に基づく通

知、第１１条第１項の規定に基づく承認、第１４条の規定に基づく指示、第１５条の規定に基づく要

求、第１７条第１項の規定に基づく通知、同条第２項の規定に基づく返還命令、同条第３項の規定に

基づく納付命令（第２０条第３項及び第２１条第４項の規定において準用する場合を含む。）、第２

０条第２項の規定に基づく返還命令、第２１条第１項の規定に基づく取消し若しくは変更、同条第２

項の規定に基づく返還命令、又は同条第３項の規定に基づく納付命令、第２２条第４項の規定に基づ

く納付命令（第２３条第４項の規定において準用する場合を含む。）又は第２３条第３項の規定に基

づく承認、第２８条第１項、第２項若しくは第３項の規定に基づく返還命令について、当該通知等を

補助金申請システム又は電子メールにより行うことができる。 

 

（交付決定の通知） 

第８条 基金設置法人は、第５条第１項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の

内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第２による補助金

交付決定通知書を交付申請者に送付するものとする。 

２ 第５条第１項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うま

でに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

３ 基金設置法人は、第５条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に

係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条

件を付して交付決定を行うものとする。 

４  基金設置法人は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれ

に付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知

を受けた日から１０日以内に基金設置法人に書面をもって申し出なければならない。 

 

（補助事業の経理等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と

明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）

の日の属する年度の終了後５年間、基金設置法人又は事務局の要求があったときは、いつでも閲覧
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に供せるよう保存しておかなければならない。 

 
（計画変更の承認等） 

第１１条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第３－１、様式

第３－２又は様式第３－３による申請書を基金設置法人に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

（１）補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の１０

パーセント以内の流用増減を除く。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

（ア）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能

率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

（イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

（３）補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（４）補助事業の全部又は一部を他に承継させようとするとき。  

（５）破産手続き、民事再生手続き等法的整理の手続きを行うとき（代理人による申請を含

む。）。 

２ 基金設置法人は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又

は条件を付し、様式第４による交付決定変更通知書若しくは様式第４－２による補助事業中止

（廃止）承認通知書を補助事業者に送付するものとする。 

 
（契約等） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約（契約金額１００万

円未満のものを除く。）をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業

の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意

契約によることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場

合は、実施に関する契約を締結し、基金設置法人に届け出なければならない。 

３ 補助事業者は、前２項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必

要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。 

４ 補助事業者は、第１項又は第２項の契約（契約金額１００万円未満のものを除く。）に当た

り、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相

手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困

難又は不適当である場合は、基金設置法人の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすること

ができる。 

５ 基金設置法人は、補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止

措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な

措置を求めることができるものとし、補助事業者は基金設置法人又は事務局から求めがあった場

合はその求めに応じなければならない。 

６ 前５項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実

施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講ずるもの

とする。 
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（債権譲渡の禁止） 

第１３条 補助事業者は、第８条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部

を基金設置法人の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証

協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的

会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関

に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 基金設置法人が第１７条第１項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基

づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が基金設置法人に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第

４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律

第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行

う場合には、基金設置法人は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる

異議をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が基金設置法人に対し、債

権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第４条第２

項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 

（１）基金設置法人は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺

し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

（２）債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質

権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。 

（３）基金設置法人は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の

額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立て

ず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、

専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、基金設置

法人が行う弁済の効力は、基金設置法人が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 

 

（事故の報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第５による事故報告書を基金設置法人に

提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、基金設置法人又は事務局の要求

があったときは速やかに様式第６による状況報告書を基金設置法人に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、その日

から起算して３０日を経過した日又は補助事業の実施期間の終了日のいずれか早い日までに様式第

７による実績報告書を基金設置法人に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、第１項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、基金設置法

人は期限について猶予することができる。 

３ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、その証拠となる書類を整理し、当該報告に

係る年度の終了後５年間保存しなければならない。 

４  補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 
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（補助金の額の確定） 

第１７条 基金設置法人は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行うと

ともに、自ら又は事務局に命じて、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の

実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１１条第１項に基づく承認をした場合は、その承認さ

れた内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

様式第８により確定された補助金の額を補助事業者に通知するものとする。なお、補助対象物件

や帳簿類の調査ができない場合等、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しない

ときは、当該物件等に係る金額は補助の対象とならない。 

２  基金設置法人は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない

場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割

合で計算した延滞金を徴するものとする。 

４  基金設置法人は、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、自ら又は事務局に

命じて、現地調査等のほか、事業に係る取引先（請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先

も含む）に対して、現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者は当該調査の実施に必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１８条 補助金は前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとす

る。ただし、基金設置法人が必要と認める場合には、交付要件等を確認した上で補助金の一部に

ついて概算払をすることができる。  

２  補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第９－１による

概算払請求書又は様式第９－２による精算払請求書を基金設置法人に提出しなければならない。 

 

（是正のための措置） 

第１９条 経済産業省又は基金設置法人は、補助事業の適切な遂行のため必要があると認めたときは、補

助事業者に対し、補助事業に関し報告を求め、又は、自ら又は事務局に命じて、補助事業者の事業所等

に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。この場合にお

いて、補助事業者は協力するものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第２０条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等

仕入控除税額が確定した場合には、様式第１０により速やかに基金設置法人に報告しなければならな

い。 

２ 基金設置法人は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命

ずる。 

３  第１７条第３項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第２１条 基金設置法人は、第１１条第１項第３号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃

止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第８条第１項の交付の決定の

全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく基金設置法人の処分若しくは指
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示に違反した場合 

（２）補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）補助事業者が、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合 

（５）補助事業者が、虚偽の申請内容（補助事業の採択に係る公募の申請内容を含む）にて申請をし

ていたことが判明した場合 

（６）補助事業者が、補助事業の実施期間の終了日までに補助事業を完了しなかった場合 

（７）補助事業者が、第１６条第１項に定める期限内に実績報告書を提出しなかった場合  

（８）補助事業者が、第２７条第１項に定める事業化及び賃金引上げ等状況の報告を行わなかった場

合 

（９）補助事業者が、別紙２に定める暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 

（１０）補助事業者が、別紙４に定める不支給要件のいずれかに該当することが判明した場合 

（１１）前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付において不適切であると基金設置法人が判断をし

た場合 

２ 基金設置法人は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金

が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 基金設置法人は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号及び第５号に規定する場合を除

き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセン

トの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第１７条第３項の規定を準用する。 

 

（財産の管理等） 

第２２条 補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経

費を含む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）について

は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従

って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、様式第１１による取得財産等管理台帳を備えるものとし、

次条で処分を承認された財産を除き、次条第２項に定める期間が終了するまで管理しなければなら

ない。 

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第１６条第１項に定める実績報告書に様式

第１２による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。 

４ 基金設置法人は、補助事業者が取得財産等を処分する場合、残存簿価相当額又は鑑定評価額若し

くは処分により得られた収入又は見込まれる収入額の全部若しくは一部を基金設置法人に納付させ

ることができる。 

５ 第１７条第３項の規定は、前項の納付の規定について準用する。  

 
（財産の処分の制限） 

第２３条 取得財産等のうち、処分（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保

に供する処分その他の処分）を制限する財産は、不動産及びその従物並びに原則、取得価格又は効

用の増加価格が単価５０万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２  財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処

分しようとするときは、あらかじめ様式第１３による申請書を基金設置法人に提出し、その承認を

受けなければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

５ 第２項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより、補助事業者が

得た収入については、前項の規定は適用しない。 

 
（情報管理及び秘密保持） 

第２４条 基金設置法人及び事務局は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当

該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵

守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。 

なお、情報のうち補助事業者その他第三者の秘密情報（補助事業者が本規程に従って基金設置法人

及び事務局に提供する各種申請書類、経理等の証拠書類等やその他基金設置法人及び事務局の求め

に応じ提供する書面、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後１０日以内に書

面により内容を特定した情報）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当

な理由なしに開示、公表又は漏えいしてはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する

情報については秘密情報には該当しない。 

（１）秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 

（２）秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

（３）相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報 

（４）本契約及び個別契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

（５）補助金交付事業の遂行に際し経済産業省に開示を求められた情報、又は会計検査に際し会計検

査院より開示を求められた情報 

２ 基金設置法人及び事務局は、補助事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせ

る場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。基金設置法人及び事務局又

は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も基金設置法人及び事務局による違反行為と

みなす。 

３  本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（事業者情報の変更） 

第２５条 補助事業者は、基金設置法人又は事務局に報告している会社情報等の変更が生じた場合

は、速やかに基金設置法人又は事務局に届け出るものとする。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２６条 補助事業者は、別紙２に記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前

に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

（事業化及び賃金引上げ等状況報告） 

第２７条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する事業年度（当該補助事業者が実施する補助事

業の採択に係る公募の申請時において、確定した決算がない場合、補助事業の完了した日の属する事

業年度の翌事業年度）の終了後を初回として、以降３年間（合計４回）、直近１年間の補助事業に係

る事業化及び賃金引上げ等状況について、毎会計年度（国の会計年度）終了後６０日以内に様式第 

１４の事項を記載した事業化及び賃金引上げ等状況報告を基金設置法人に提出しなければならない。 



8  

２ 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類等を当該報告に係る会計年度終了後５

年間保存しなければならない。 

３ 基金設置法人は、前項の報告を受けた場合において、その報告の内容が第５条による交付申請書の

内容及び第１６条による実績報告書の内容と比べ、十分でないと認めるときには、その改善のため、

自ら又は事務局に命じて、指導・助言の上、対応を求めることができる。 

４ 基金設置法人は、第１項の規定について、基金設置法人が必要と認める場合には、報告期間終了

後も、自ら又は事務局に命じて、報告を求めることができる。 

 

（補助金の返還） 

第２８条 補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は基金設置法人（基金設置法人が事務局に命

じて実施する場合を含む。）は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができる。当

該実地検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、補助事業者はこれに必ず従うもの

とする。 

２ 基金設置法人は、前条第１項の規定に基づき提出された事業化及び賃金引上げ等状況報告によ

り、補助事業の完了した日の属する事業年度における対象事業に関わる従業員等１人当たり給与支

給総額が、補助事業の採択に係る公募の申請をした日の属する事業年度の前事業年度（確定した決

算がない場合は前々事業年度）よりも減少していることを確認した時は、補助金の返還を求めるこ

とができるものとする。ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、この限りで

ない。 

３ 基金設置法人は、前条第１項の規定に基づき提出された事業化及び賃金引上げ等状況報告によ

り、補助事業の終了後３年間の補助事業に関わる従業員及び役員の１人当たり給与支給総額の年平

均上昇率が、補助事業の採択に係る公募の申請時に目標として設定した年平均上昇率以上でないこ

とを確認した時は、補助金の返還を求めることができるものとする。ただし、天災など事業者の責

めに帰さない理由がある場合は、返還を求めない。 

４ 第１７条第３項の規定は、前２項の返還の規定について準用する。 

 

（地位の承継） 

第２９条 基金設置法人は、基金を解散することとなった場合には、基金設置法人が基金事業により

補助する者（以下「基金事業による補助事業者」という。）に対して保有している一切の権利及び

義務を、基金の解散日（基金管理口座の閉鎖の場合は閉鎖日。以下同じ。）又は経済産業省が指定

するそれ以降の日（以下「承継日」という。）をもって経済産業省が基金設置法人から承継するこ

とができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、経済産業省が相当と認める場合には、事前に基金設置法人に書面で通

知することにより、独立行政法人等の第三者（以下「指定承継人」という。）に前項の承継を行わ

せることができる。 

３ 前２項による承継後は、基金設置法人の基金事業による補助事業者に対する権利及び義務は、経

済産業省又は指定承継人が基金事業による補助事業者に対して行使するものとする。  

 

（その他） 

第３０条 基金設置法人は、本規程に定めるもののほか、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために

必要な事項について別に定めるものとする。 

２ 基金設置法人は、補助事業者に対し、本規程に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を、自

ら又は事務局に命じて求めることができる。 

 

附 則 
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この規程は、令和８年２月２７日から施行（適用）する。 
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別紙１ 交付申請者が満たすべき要件について 

    （５次公募以降の補助事業者向け） 

    （第２条第１項第３号関係） 

 

補助金の交付を申請できる事業者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する、常時使用する従

業員の数が2,000人以下の会社又は個人等とする（※１）。会社・個人以外の法人も、政策目的に沿った補助

事業であり、その補助事業が収益事業に関する内容である場合、補助対象者となりうる（※２）。 

  

ただし、以下（ア）～（オ）のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象外とする（以下「み

なし大企業」という。）（※３）。なお、ここでいう「大企業」とは、常時使用する従業員数が2,000人超の

事業者を指す。  

(ア) 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業（外国法人含む。）の所有に属している

法人  

(イ) 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業（外国法人含む。）の所有に属している

法人    

(ウ) 大企業（外国法人含む。）の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている法人  

(エ) 発行済株式の総数又は出資金額の総額が（ア）～（ウ）に該当する法人の所有に属している法人    

(オ) （ア）～（ウ）に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている法人 

 

※１ 常時使用する従業員とは、労働基準法第２０条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解

される。これには、日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に４

か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれない。 

 

※２ 会社・個人以外で補助対象となり得る法人 

① 企業組合  

② 協業組合  

③ 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会  

④ 商工組合・連合会  

⑤ 水産加工業協同組合・連合会  

⑥ 技術研究組合  

⑦ 商店街振興組合・連合会  

⑧ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会  

⑨ 酒造組合・連合会・中央会  

⑩ 酒販組合・連合会・中央会  

⑪ 内航海運組合・連合会  

⑫ 法人税法別表第２に該当する者（一般財団法人、一般社団法人、共済組合、社会福祉法人、社会医療法

人等）  

⑬ 農事組合法人  

⑭ 労働者共同組合  

⑮ 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人（NPO法人等） 
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ただし、以下に該当する事業者又は事業を行う事業者は、補助対象者となることができない。  

 法人格のない任意団体（申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可

能）  

 収益事業（社会福祉法人においては公的保険制度の範囲外で行う事業を収益事業とみなす）を行ってい

ない法人  

 運営費の大半を公的機関から得ている法人  

 経済産業省から補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置が講じられている事業者  

 国内金融機関に口座を有しておらず、日本円で精算を行えない事業者  

 過去の公募で不正行為により交付決定取消しとなった事業者  

 具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業 

 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業 

 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、第三者に長期間貸与させるような事業 

 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、補助事業が１次産業（農

業、林業、漁業）である事業  

 主として従業員の解雇を通じて賃上げ要件を達成させるような事業 

 補助事業期間に限って従業員数の削減を行い、補助事業期間終了後に従業員数の増員を行うなど、専ら

本事業の対象事業者となることを目的として、従業員数等を変更していると認められた事業 

 公序良俗に反する事業  

 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事

業  

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項及び同

条第１３項第２号により定める事業  

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団又

は暴力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業  

 重複案件  

 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業 

 申請時に虚偽の内容を含む事業 

 その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業 

 

※３ みなし大企業の判定にあたっては、下記の点を踏まえるものとする。 

① 自治体等の公的機関についても、大企業として扱う。 

② 以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用することはしない。 

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社  

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合  

③ 事業承継を目的とした出資を妨げない観点から、原則として、以下の企業はみなし大企業とは取り扱わ

ない。 

・銀行法に規定する特定子会社（以下「投資専門会社」と呼ぶ。）が株式を保有する、銀行法及び銀行

法施行規則に規定する、代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援

の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社（以下「事業

承継会社」と呼ぶ。）  

・事業承継会社が株式を保有する法人 

④ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一のみなし大企業が所有している法人もみな

し大企業として取り扱う。  

⑤ みなし大企業の適用については、補助事業期間中にも及ぶ。  

⑥ （ウ）、（オ）の役員には、会社法第２条第15号に規定する社外取締役及び会社法第381条第１項に規定

する監査役は含まれない。 
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別紙２ 

 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに当たって、ま

た、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。こ

の誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切

申し立てません。 

 

 

記 

 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の

役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経

営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有して

いるとき。 
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別紙３ 補助上限額、補助率、実施期間、補助事業要件、補助対象経費の区分について 

    （５次公募以降の補助事業者向け） 

    （第４条第２項関係） 

 

（１）補助上限額 

５０億円 

 

（２）補助率 

１／３以下 

申請書の中で補助率１/４を適用した事業採択も許容された事業者については、本来の採択レベルに満た

ない場合においても追加的な採択を行う可能性がある（ただし、補助率が１/４となった場合でも、提出さ

れた賃上げに係る目標数値を達成することが要件。）。  

 

（３）実施期間 

   原則として、交付決定日から最長で令和１０年１２月末まで 

 

（４） 補助事業要件 

① 投資額が以下の金額以上であること 

(ア) 一般企業向け：20億円以上（税抜き。外注費・専門家経費を除く補助対象経費分） 

(イ) 100億宣言企業向け：15億円以上（税抜き。外注費・専門家経費を除く補助対象経費分） 

・ 投資場所が複数地域になる場合も対象となるが、補助事業の目的・内容が一体的であることが

必要  

・ 共同申請（以下「コンソーシアム形式」という。）も可能 

② 以下の賃上げ要件を達成すること 

 

【賃上げ要件】 

補助事業の終了後３年間の補助事業に関わる従業員（非常勤含む。以下同じ。）の１人当たり給与支給総額

（以下「補助事業１人当たり給与支給総額」という。）（※１）の年平均上昇率（※２）が、基準率（一般企業向け

は5.0%（※３）、100億宣言企業向けは4.5%）以上であること。コンソーシアム形式の場合、全ての参加者がそれ

ぞれ基準率以上であること。具体的には、申請時に基準率以上の目標を掲げ、その目標を従業員等に表明の

上、達成すること。 

 

※１ 給料、賞与、各種手当（残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族（扶養）手当、住

宅手当）等、給与所得として課税対象となる経費。  

 

※２ 補助事業が完了（納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了している状態を指す。

以下同じ。）した日を含む事業年度（以下「基準年度」という。）の補助事業１人当たり給与支

給総額と比較した、基準年度の３事業年度後（以下「最終年度」という。）の補助事業１人当た

り給与支給総額の年平均上昇率であり、計算式は下記のとおりとする。なお、本補助金の公募の

申請時において、新規会社設立などにより決算が一度も確定していない場合、基準年度は補助事

業の完了した日の属する事業年度の翌事業年度とすることができる。また、基準年度の補助事業

１人当たり給与支給総額を特定することが困難な場合や、補助事業の効果を会社全体の賃上げに

つなげる場合等は、補助事業に関わる従業員数の代わりに事業者全体の従業員数及び事業者全体

の従業員１人当たり給与支給総額を用いることができる。 

 

        補助事業１人当たり給与支給総額の年平均上昇率＝{(
最終年度の１人当たり給与支給総額

基準年度の１人当たり給与支給総額
)
(
1

3
)

} − 1 

 

 

 

 



14 
 

※３ 補助事業の性質上、補助事業が完了した日を含む事業年度には補助事業の売上が発生しないこと

が見込まれる事業については、理由を明確にした上で、例外的に補助事業の売上が発生した日を

含む事業年度を基準年度とすることができる。また、資金調達又は上場の計画上、補助事業期間

が完了した日を含む事業年度の翌事業年度から賃上げを実施することが困難であるスタートアッ

プについても、理由を明確にした上で、例外的に、資金調達又は上場を行った日を含む事業年度

を基準年度として取り扱うことができる。ただし、これらの場合でも、基準年度は補助事業が完

了した日を含む事業年度から３事業年度以内である必要がある。 

 

※４ スタートアップ企業（＊）のうち、産業競争力強化法上の中小企業者については、公募開始日

から３年間以内に100億宣言を実施する見込みがある場合は、基準率は4.5％とする。 

（＊）本事業における「スタートアップ企業」とは、設立20年以内の企業であり、公募開始日時

点でベンチャーキャピタルやシードアクセラレータ、その他業としてスタートアップへの投資機

能を有する金融機関等の法人（以下「VC等」という。）やコーポレートベンチャーキャピタル

（以下「CVC」という。）が株主構成に加わっている者（応募時点で既に上場しているスタート

アップにあっては、上場前にVC等又はCVCが株主に加わっていた者）。なお、応募企業が単独で

上記VC等又はCVCからの出資（以下「VC等出資」という。）を受けていない場合であっても、経

営上一体として（注）事業運営を行っている親会社等がVC等出資を受けている場合には、応募企

業が当該出資を受けているものと同等に取り扱うことがある。 

注）ここでいう「経営上の一体として」とは、提案者が行う意思決定が、当該法人が行う意思決

定と同様のものとみなすことができる株主構成となっており、かつ、提案者と当該法人の役員構

成が一定程度同一とみられることを指す。 

 

※５ スタートアップ企業であり、補助事業に関わる従業員に対してストックオプション（以下

「SO」という。）を発行している者又は当該事業期間中に発行を予定している者については、

賃上げ期間に係る目標賃上げ率（＊）の算定に当たり、当該SOに係る含み益相当額を給与支給

総額に加算することを認める。SOの含み益相当額は、下記の式により算定する。 

（1）基準年度以前に発行されるSO：（最終年度の株価 − 基準年度の株価）× SO発行数 

（2）基準年度以降に発行予定のSO：（最終年度の株価 − 権利行使価格）× SO発行数 

本取扱いに用いる株価は簿価純資産法により算定するものとし、「株価＝簿価純資産額÷発行

済株式総数」により求める。 

本取扱いにより算定する含み益相当額は給与支給総額と同等のものとして扱うものであり、会

計上又は税務上の処理を変更するものではない。 

また、本取扱いを適用した上で補助事業１人当たり給与支給総額の年平均上昇率が目標賃上げ

率に満たなかった場合には、未達成率に応じて補助金の返還を求めますので注意すること。 

（＊）SOに係る含み益相当額を給与支給総額に加算することができるのは「目標賃上げ率」の 

部分のみとする。「基準率」の算定においてSOに係る含み益相当額を給与支給総額に加算する

ことはできない。 

 

＜補助事業に関わる従業員＞  

補助事業に関わる従業員の判定は、原則として、補助事業を主として行う事業部門を最小範囲とする。た
だし、判定が困難である場合などについては、事業部門を超える範囲（例えば、事業者全体）とすることも
できる。  
また、補助事業１人当たり給与支給総額の算定にあたり含める補助事業に関わる従業員は、基準年度及びそ

の算定対象となる各事業年度において、全月分（決算月後から決算月までの12か月分）の給与等の支給を受
けた従業員とする。中途採用や退職等で全月分の給与等の支給を受けていない従業員等については、全月分の
給与等の支給を受けていない事業年度に限り、算定の対象から除く。また、当該事業年度において、産前・産
後休業、育児休業、介護休業など事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員は、算定対象から除
くことができる。パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出する。  
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＜賃上げ要件を満たさなかった場合の補助金返還、目標水準の表明・公表＞  

持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた１人当たり給与支給総額の年平均上昇率の目標を
達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求める。また、基準年度の１人当たり給与支給総額
が、公募の申請をした時点の直近の事業年度の１人当たり給与支給総額以上でなければならない。本補助金の
公募の申請時において、確定した決算がない場合は、基準年度の１人当たり給与支給総額が、申請日を含む事
業年度の１人当たり給与支給総額以上でなければならない。 
ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求めない。  
さらに、補助事業の実施にあたって雇用の安定等に十分な配慮を行うとともに、目標とする年平均上昇率

と最終年度の１人当たり給与支給総額（以下、「目標水準」という。）について、交付決定までに全ての従業員
又は従業員代表者に対して表明することを求める。表明がされていなかった場合、交付決定の取消及び補助金
の返還を求める。 

 

【賃上げ目標水準等に係る公表について】  

交付決定後に、事務局のホームページにて、採択事業者の賃上げ目標水準を公表する。採択事業者は、交付

決定から原則１か月以内に、本事業に採択された旨、目標賃上げ率、及び投資規模をプレスリリース等で対外的

に公表し、事務局に公表の報告をすることを要件とする。公表がされていなかった場合、交付決定の取消を行

う。コンソーシアム形式の場合、幹事企業だけでなくコンソーシアム参画者についても、それぞれ本事業に採択

された旨、目標賃上げ率、及び投資規模を公表することを要件とする。 

 

【加点措置に係る公表について】  

補助事業者のうち、中小企業から中堅企業への移行に対する加点措置の対象となる事業者は、交付決定から原

則１か月以内に、従業員数及び資本金の目標値をプレスリリース等で対外的に公表し、事務局に公表の報告をす

ることを要件とする。 

 

＜１人当たり給与支給総額の確認方法＞  

１人当たり給与支給総額の確認にあたって、法人の場合は、補助事業に関わる従業員分の賃金台帳の提出を

求め、記載された金額で判断する。  

個人の場合は、所得税青色申告決算書（白色申告の場合、収支内訳書）の提出を求め、給与賃金、専従者給

与、青色申告特別控除前又は白色申告事業専従者控除前の所得金額の欄に記載された金額で判断する。 

 

【「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守について】  

補助事業に関わる取引先（設備会社等）への適切な労務費の価格転嫁を図るため、補助事業者に対して、

公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守を求める。補助金の採択後

から最終年度の補助事業１人当たり給与支給総額の報告までの間に当該指針に遵守していないことが明らか

となった場合、交付決定の取消・補助金の返還を求める場合がある。  
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（５）補助対象経費 

補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産（有形・無形）への相応の規模の投資を含むものであ

り、本事業の対象として明確に区分できるものである必要がある。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠

書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費である。対象経費は、交付決定を受けた日付以降に

契約（発注）を行い、補助事業期間内に納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了したものとな

る。 

 

区分  対象となる経費  

（１）建物費  専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施

設、共同作業場、倉庫その他成長投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建

設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費  

※１ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）におけ

る「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその

「付帯工事（土地造成含む）」に係る経費が対象です。  

※２ 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。  

※３ 建物における構築物（門、塀、フェンス、広告塔等）は補助対象外となりま

す。 ただし、成長投資計画の実施に不可欠と認められるもの（生産設備の導

入に必要なもの等）であれば補助対象となる可能性があります。 

※４ 既存の建物の撤去・解体費用は補助対象外となります。  

※５ 既存の老朽化設備を入れ替えるなど生産能力等が向上しない投資（更新投資）

は認められません。 

※６ 原則、入札・相見積もりが必要です。  

※７ 補助対象となる建物費等は、単価 100 万円（税抜き）以上のものとします。 

  

（２）機械装置費  ① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具（測定工具・検査工

具等）の購入、製作、借用に要する経費  

② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費  

※１ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）における

「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。  

※２ 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となりま

す。 ただし、成長投資計画の実施に不可欠と認められるもの（生産工程の一部としての機

能を有しているもの等）であれば補助対象となる可能性があります。 

※３ 補助対象外設備（すでに取得している機械装置等）に関する経費（改良・修繕、

据付け、運搬等）は補助対象外となります。  

※４ 機械装置と切り離すことのできない付帯工事費は原則として機械装置費に含

めます。 
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 ※５ 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したこと

が確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したが

って、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方

式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。ただし、事業者

とリース会社が共同申請をする場合には、事業者がリース会社に支払うリー

ス料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、機械装置又はシステ

ムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能で

す。  

※６ 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用され

る機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すことを目的として行うもの

です。 

※７ 「据付け」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される機械・装

置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。  

※８ ３者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記

載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。    

※９ 補助対象となる機械装置等は、単価100万円（税抜き）以上のものとします。  

（３）ソフトウェ
ア費  

① 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購

入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費  

② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費  

※１ 自社の他事業と共有する場合は補助対象外となります。 

※２ パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象外と

なります。  

※３ クラウドサービス利用に要する経費について、サーバーの領域を借りる費用

（サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用）、サ

ーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー

の領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助

事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業

期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補

助事業期間分のみとなります。クラウドサービス利用に付帯する経費につい

ても補助対象となります（例：ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料

等）。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。  

※４ 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したこ

とが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。した

がって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の

方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。ただし、リー

スについては、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、事業者がリ

ース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件

に、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金

を交付することが可能です。 

※５ 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される 

ソフトウェア等の機能を高めるために行うものです。補助対象外となるソフト

ウェア等の改良・修繕は対象外となります。 
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 ※６ 補助対象となるソフトウェア等は、単価100万円（税抜き）以上のものとしま

す。  

（４）外注費  
※ （４）及び（５）の

合計額は、（１）～

（３）の合計額未満 

補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注（請負・委託）す

る場合の経費  

※１ 応募申請時の成長投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。  

※２ 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外となり

ます。  

※３ 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は補助対象外と

なります。 

※４ 外注先との書面による契約の締結が必要です。  

※５ 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置費」に計上してください。    

※６ 専門家経費に該当する経費を外注費として計上することは出来ません。また、

外注先に、専門家経費を併せて支払うことはできません。  

※７ 事業者が行うべき手続きの代行は対象になりません。 

※８ 産業用地が不足している現状を踏まえ、土壌汚染対策を行いながら、既存の工

場跡地を活用する形で大規模な投資を行う場合、土壌汚染対策費を外注費とし

て計上いただけます。 

  

（５）専門家経費  
※ （４）及び（５）の

合計額は、（１）～

（３）の合計額未満 

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  

※１ 応募申請時の成長投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。  

※２ 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、

兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等

の経費を補助対象とすることができます（※３の謝金単価に準じるか、依頼内容

に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要（ただ

し、１日５万円が上限となります））。  

※３ 専門家の謝金単価は以下の通りとします（消費税抜き）。  

 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師：１日５万円以下    

 准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ：１日４万円以下  

 上記以外：１日２万円以下  

※４ 旅費は、別途定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。  

※５ 専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出することはできません。  
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以下の経費は、原則、補助対象外となる。  

 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以

外の諸経費  

 FIT・FIPなどの公的制度を活用して再生エネルギーの売電を行うための発電設備及び当該設

備と一体不可分の附属設備（太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど）  

 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費  

 電話代、インターネット利用料金等の通信費（クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除

く)  

 商品券等の金券  

 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用  

 自動車等車両（事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税

法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く）の購入費・修理費・車検費用  

 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護

士費用  

 収入印紙  

 振込等手数料（代引手数料を含む。）及び両替手数料  

 公租公課（消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）等）  

 各種保険料  

 借入金などの支払利息及び遅延損害金  

 報告書等の基金設置法人又は事務局に提出する書類作成・申請に係る費用  

 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費（ただし、補助事業のみに使用することが

明らかなものは除く。）  

（例）事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフ

ォン・デジタル複合機・キュービクル・乗用エレベータ・家具・3Dプリンタ  

 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない

中古品の購入費（３者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された同等の中古品の相

見積もりを取得している場合等を除く。）  

 事業にかかる自社の人件費（ソフトウェア開発等）  

 同一代表者・役員が含まれている事業者（役員には社外取締役及び監査役を含む）、みなし同

一法人内の事業者（親会社・子会社間など）、資本関係がある事業者への支払  

 同一企業の部署間の支払（機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一法人内における

支払とみなして対象外。）  

 地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、賃上げ促進税制、大

胆な投資促進税制の適用を受ける設備  

 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費  
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別紙４ 不支給要件 

 

不支給要件 

1 次のいずれかに該当した事実があり、その行為態様、役員の関与の有無、違反行為が行われた期

間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金の交付の相手方として不適当であると事務局が

認める場合。 

イ 偽りその他不正の手段によって、補助金適正化法第２条第１項に規定する補助金等及び補助

金適正化法第２条第４項に規定する間接補助金等並びに施行令第４条第２項第４号に規定する

条件として各省各庁の長が定めた民間事業者等に対する助成金等の交付条件又は契約条件に従

い交付する基金（以下「補助金等」という。）の交付を受け、又は融通を受けたと認められる

場合。 

ロ 補助金等の他の用途への使用があったと認められる場合。 

ハ その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく各省

各庁の長の処分に違反した場合（ロに掲げる場合を除く。）。 

ニ 事業主、又は事業主が法人である場合当該法人の役員又は事業所の業務を統括する者その他

これに準ずる者（以下「役員等」という。）が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によ

り逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

ホ 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第３

条又は第８条第１項第１号に違反した場合（ヘに掲げる場合を除く。)。 

ヘ 役員等が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

ト 役員等が競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

チ 業務に関し、不正競争防止法（平成５年法律第47号）第２条第１項第１号又は第19号に掲げ

る行為を行った場合。 

リ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合。 

ヌ 前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起さ

れ、又は禁錮以上の刑若しくは刑法（明治40年法律第45号）の規定による罰金刑を宣告された

場合。 

 

2 次のいずれかに該当する事業者 

イ 事業主、又は事業主が法人である場合当該法人の役員又は事業所の業務を統括する者その他

これに準ずる者（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者及び暴力団の構成員等の統制の下にあ

るもの（以下「暴力団員等」という。）のある事業所 

ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所 

ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所 

ニ 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所 

ホ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の威力又は暴力団

員等を利用するなどしている事業所 

ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に

暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所 

ト 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有している事業所 

チ イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事

業所 
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（様式第１） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

交付申請者  住所             

 氏名   法人にあっては名称 

   及び代表者の氏名 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

交付申請書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程（以

下「交付規程」という。）第５条１項の規定に基づき、上記補助金の交付について、交付規程に定める

ところに従うことを承知の上、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

１．補助事業の目的及び内容 

 

２．補助事業の開始及び完了予定日 

 

３．補助事業に要する経費 円 

 

４．補助対象経費 円 

 

５．補助金交付申請額 円 

 

６．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 

 

７．同上の金額の算出基礎 

 

 

 

（注）申請書には、次の事項を記載した書面を添付すること。 

１．交付申請に必要な書類 

２．その他中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人が必要と認める書類 
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（様式第２） 

 

年 月 日 

法人にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

交付決定通知書 

 

○○年○○月○○日付けで申請のありました中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省

力化等の大規模成長投資補助金について、中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化

等の大規模成長投資補助金交付規程（以下「交付規程」という。） 第８条第１項の規定に基づき、

通知します。 

 

記 

 

１．補助金の交付の対象となる事業の内容は、令和○○年○○月○○日付けで申請のありまし

た中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交

付申請書（以下「交付申請書」という。）に記載のとおりとします。 

 

２．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとします。 

補助事業に要する経費 金○○○，○○○，○○○円 

補助対象経費 金○○○，○○○，○○○円 

補助金の額 金○○○，○○○，○○○円 

 

ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費

及び補助金の額については、別に通知するところによるものとします。 

 

３．補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の額は、交付申請書記載の

とおりとします。 

 

４．補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗

じて得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とし

ます。 

 

５．補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255

号）、中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付要綱

（20251224財計第2号）及び交付規程で定めるところに従うこと。 

 

６．補助事業者が交付決定債権を譲渡する場合には、交付規程第13条第１項に基づき、事前に

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人（以下、「基金設置法人」とい

う。）に届け出ることを要します。債権譲渡後に、補助金の振込口座を譲受人の指定口座
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としていなかったことが判明した場合には、交付決定を取り消す場合があります。 

 

７．補助事業者は、本事業における展示会等の実施に当たり、海外の付加価値税について補助

金の交付を受ける場合であって当該付加価値税について還付制度が存在する場合には、原

則、還付制度の利用について検討を行い、補助事業の完了後において付加価値税の還付を

受けた場合には、別添様式により基金設置法人に報告し、その指示に従わなければならな

い。 

 

８．上記のほか、本事業の実施に当たっては、基金設置法人の指示に従うこと。また、基金設

置法人が行う業務に協力すること。 

 

以上 
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（別添様式） 

 

年  月  日 

 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

  

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

における海外付加価値税還付報告書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金における海外

付加価値税について還付を受けましたので、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．補助金額 円 

 

２．補助金の確定時における海外付加価値税の額 円 

 

３．海外付加価値税還付額 円 

 

４．補助金返還相当額 円 

 

（注）別紙として積算の内訳等を添付すること。 
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（様式第３－１） 

 

年  月  日 

 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

に係る補助事業計画変更（等）承認申請書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第 11 

条第１項の規定に基づき、計画変更（等）について下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．変更の内容 

□補助事業内容の変更 

□破産手続き、民事再生手続き等法的整理の手続き開始 

□その他 （理由を記載） 

 

２．変更内容の詳細 

 

３．変更を必要とする理由 

 

４．変更が補助事業に及ぼす影響 

 

５．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 

（新旧対比表を添付すること） 

 

６．同上の算出基礎 
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（様式第３－２） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

に係る補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

年 月 日付けをもって交付決定された上記の補助事業を下記のとおり中止（廃止）したいので、

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１１条

第１項第３号の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．事業計画名 

※ 補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。 

 

２．中止（廃止）の理由 

※ 中止（廃止）の理由（内容）を、詳細に記載してください。 

 

３．中止の期間 

※ 中止の場合はその期間を記載してください。 
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（様式第３－３） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

  

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

に係る補助事業承継承認申請書 

 

年   月    日付けをもって交付決定された上記の補助事業を下記のとおり他に承継させたいの

で、中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１

１条第１項第４号の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．事業計画名 

※ 補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。 

 

２．承継の内容 

 

３．承継の理由 

 

４．承継者の氏名及び住所 

 

５．承継に伴い補助事業の実施体制、内容等で変更する事項 

 

 

６．添付資料 

（１）承継に関する当事者の契約書案の写し 

（２）承継者の経歴及び状況を示す事業概要書（申請者の概要書とパンフレット） 

（３）承継者の誓約書（別紙） 

（４）承継者の登記事項証明書 

（５）承継者の決算関係書類（直近２年分） 

（６）承継者の役員名簿（法人の場合） 

（７）承継者が現在実施している補助事業等に関する書類（事業名、実施期間等） 

（注１）補助事業者同士で事業期間内に事業承継する場合、１つの事業しか実施できませんのでご注意ください。 
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（様式第３－３の別紙） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

  

誓約書 

 

年 月 日付けをもって交付決定された中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化

等の大規模成長投資補助金に係る補助事業「○○○○（事業計画名）」の承継に関し、被承継者が中

堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人に対して有する一切の権利義務を 年 月 日

付で承継し、当該補助事業を、責任を持って続行し、その成果の事業化に努めることを誓約します。 

また、当該補助事業に関連して、既に提出済みの書類について被承継者に開示することにつき、異

議なく同意するとともに、これに必要な手続（当該書類に含まれる個人情報を当該補助金の申請及び補

助事業の遂行に必要な範囲内で取り扱うことを本人に説明し、これに伴う開示について本人の同意を取

得することを含みますがこれらに限りません。）を経ていることを併せて誓約します。 
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（様式第４） 

 

年 月 日 

法人にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛 

 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

に係る交付決定変更通知書 

 

年 月 日付けで申請のありました計画変更（等）について、中堅・中小・スタートアップ企業

の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１１条第２項の規定に基づき承認した

ので、通知します。 

 

 

以上 
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（様式第４－２） 

 

年 月 日 

法人にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛 

 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

に係る補助事業中止（廃止）承認通知書 

 

年   月    日付けで申請のありました補助事業の中止（廃止）について、中堅・中小・スター

トアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程（以下「交付規程」とい

う。）第１１条２項の規定に基づき承認したので、通知します。 

 

 

以上 
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（様式第５） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

  

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

事故報告書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１

４条の規定に基づき、補助事業の事故について下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．事故の原因及び内容 

 

２．事故に係る金額 円 

 

３．事故に対して採った措置 

 

４．補助事業の遂行及び完了の予定 
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（様式第６） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

  

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

状況報告書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１

５条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．補助事業の遂行状況 

 

２．補助対象経費の区分別収支概要 
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（様式第７） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

実績報告書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１６

条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．実施した補助事業 

（１）補助事業の内容 

（２）重点的に実施した事項 

（３）補助事業の効果 

 

２．補助事業の収支決算 

（１）収 入 （単位：円） 

項目 金額 

自己資金 

補助金充当額 

 

合計  

 
（２）支出 

（イ）総括表 （単位：円） 

区分 補助事業に

要した経費 

 

補助対象経費 

 

補助金充当額 

 
計画額 

 
実績額 

 
計画額 

 
流用額 

 

流用

後額 

 
実績額 

 

交 付

決定額 

流用後

交  付

決定額 

 
実績額 

          

          

          

合計 
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（ロ）総括表経費の内訳（各経費の配分ごとの実績の内訳を記載） 

 

（注１） 当該年度に財産を取得しているときは、交付規程第２２条第３項の規定に基づき、様式第12による取得財産等管理明細表を

添付することとする。 

（注２） 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告する場合は、次の算式を明記すること。 

補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 

（注３） 支出総括表の流用後交付決定額は、区分間の流用をした場合に流用後の交付決定額を記載することとする。 

（注４） 補助事業の一部を第三者に委託をした場合は、最終的な実施体制図を添付すること。 
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（別添） 

実施体制図 
 

実施体制（補助事業者及び税込み100万円以上の契約。請負その他委託の形式を問わない。） 

事業者名 関係 住所 実績額(税込み) 業務の範囲 精 算 行 為 の有無 

○○（補
助事業者 
名を記
載） 

補助事業者 東京都○○
区・・・・ 

【補助金充当額】 
円（税抜き

又は税込み） 
 

【うち事務局経費】 
円（税抜き

又は税込み） 

※算用数字を使用
し、円単位で表記。 

※できる限り 
詳細に記入の
こと 

有 

事業者Ａ 委託先 東京都○○
区・・・・ 

※算用数字を使用
し、円単位で表記 

※できる限り 
詳細に記入の
こと 

有 

事業者Ｂ 
未定 

外注先 〃 〃 〃 有 

事業者Ｃ 再委託先（事業
者Ａの委託先） 

〃 〃 〃 有 

事業者Ｄ 
未定 

再委託先（事業
者Ａの委託先） 

〃 〃 〃 有 

事業者Ｅ 
（再々委託
先） 

再々委託先（事
業者Ｃの委託
先） 

〃 〃 〃 有 

 

【実施体制図に記載すべき事項】 

• 補助事業の一部を第三者に委託（請負その他委託の形式を問わない。）した場合について

は、契約先の事業者（税込み100万円以上の取引に限る）の事業者名、補助事業者との契

約関係、住所、実績額及び業務の範囲 

• 第三者の委託先からさらに委託している場合（再委託などを行っている場合で、税込み

100万円以上の取引に限る）も上記と同様に記載のこと。 



36  

（様式第８） 

 

年 月 日 

法人にあっては名称 

及び代表者の氏名 宛て 

 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

確定通知書 

 

年 月 日付け文書をもって報告のありました上記補助金については、中堅・中小・スタートア

ップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１７条の規定に基づき、下記

のとおり確定したので通知します。 

 

 

記 

 

１． 補助事業に要した経費、補助金確定額及び精算額は、次のとおりとする。 

 

補助金交付決定額 円（税抜き） 

 

補助金確定額 円（税抜き） 

 

概算払済額 円（税抜き）（該当する場合記入） 

 

精算額 円（税抜き） 

 

（注１）概算払を行い、補助金の返納を求める場合は「精算額」を「返納額」とします。 
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（様式第９－１） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

概算払請求書 

 

年 月 日付けをもって交付決定の通知があった上記補助金について、中堅・中小・スタ

ートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１８条第２項の規定

に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

１．補助金概算払請求額 円（税抜き） 

 

２．請求金額内容 

補助金交付決定額 円（税抜き） 

 

今回請求額 円（税抜き） 

 

残額 円（税抜き） 

 

３．概算払を必要とする理由 

 

４．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義 

振込先金融機関名（フリガナ） 

支店名（フリガナ） 

預金の種別 

口座番号 

預金の名義（フリガナ） 

 

（注１）別紙「精算（概算）払請求内訳書」を添付すること。 
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（様式第９－２） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

精算払請求書 

 

年 月 日付けをもって補助金額の確定がなされた上記補助金について、中堅・中

小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第１８条第２

項の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

１．補助金精算払請求額 円（税抜き） 

 

２．請求金額内容 

補助金交付決定額 円（税抜き） 

 

補 助 金 確 定 額 円（税抜き） 

 

概 算 払 受 領 済 額 円（税抜き） 

 

精 算 払 請 求 額 円（税抜き） 

 

４．振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び 

振込先金融機関名（フリガナ） 

支店名（フリガナ） 

預金の種別 

口座番号 

預金の名義（フリガナ） 

 

（注１）別紙「精算（概算）払請求内訳書」を添付すること。 
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（様式第10） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金交付規程第２

０条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．補助金額（交付規程第１７条第１項による額の確定額） 円 

 

２．補助金の確定時における消費税及び地方消費税に 

係る仕入控除税額 円 

 

３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に 

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 円 

 

４．補助金返還相当額（３．－２．） 円 

 

（注１）別紙として積算の内訳を添付すること。 
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（様式第11） 

 

取得財産等管理台帳 

 

区分 

 

財産名 

 

規格 

 

数量 

 

単価 

 

金額 

 

取得年月日 

処分制限

期間 

 

保管場所 

 

補助率 

 

備考 

     

円 

 

円 

     

 

（注） １．対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第

255号）第13条第１号から３号に定める財産、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第２３条第１項に

定める処分制限額以上の財産とする。 

２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック、（ウ）（ア）

（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、（オ）無形資

産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。 

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載する

こと。 

４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

５．処分制限期間は、本交付規程第２３条第２項に定める期間を記載すること。 
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（様式第12） 

 

取得財産等管理明細表（令和  年度） 

 

区分 

 

財産名 

 

規格 

 

数量 

 

単価 

 

金額 

 

取得年月日 
処分制限

期間 

 

保管場所 

 

補助率 

 

備考 

     

円 

 

円 

     

 

（注） １．対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第

255号）第13条第１号から３号に定める財産、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第２３条第１項に

定める処分制限額以上の財産とする。 

２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック、（ウ）（ア）

（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、（オ）無形資

産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。 

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載する

こと。 

４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

５．処分制限期間は、本交付規程第２３条第２項に定める期間を記載すること。 
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（様式第13） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

財産処分承認申請書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金補助金交付規

程第２３条第３項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．処分の内容 

①処分する財産名等（別紙） ※取得財産管理台帳の該当財産部分抜粋等 

 

②処分の内容（有償・無償の別も記載のこと。）及び処分予定日処分の相手方（住所、氏名

又は名称、使用の目的等） 

 

２．処分理由 
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（様式第14） 

 

年  月  日 

中堅・中小・スタートアップ成長投資補助金基金設置法人 宛 

  

補助事業者 住所             

 法人名           

 代表者名            

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 

事業化及び賃金引上げ等状況報告書 

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金補助金交付規

程第２７条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．報告内容 

（１）長期成長ビジョンの進捗状況について 

 

（２）補助事業の事業化及び賃金引上げ等の状況について 

 

（３）補助事業の実施における外部専門家・ステークホルダーとの連携状況 
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（４）事業化及び賃金引上げ等に関する指標 

 

 

 


